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創業を目指すみなさまへ 

その「名前」、大丈夫ですか？ 
会社名、店名、屋号、商品名、サービス名、ブランドネーム、ロゴ、マーク…etc 

 
 名前って大事ですよね。かっこいい会社名、センスある屋号、お客様の心に残るブランド名…。名前と一
緒にビジネスの未来を思い描いている方も多いでしょう。ですが、ちょっと待ってください。その名前はあ
なたのオリジナルですか？、既に他の誰かが使っていませんか？、「みんなが知っている名前だから」っ
て？？…。名前のこと、もうちょっとだけ、考えてみてください。 

■他の人（会社）と同じ名前を使うと… 
  「ウチの名前を勝手に使うな！、と知
らない人からメールが来た」はよくある
ご相談のひとつ。ちょっと凝った名前で
もトラブルが起こることがあります。
「自分が付けたい名前を付けるんだか
ら、自分の勝手でしょ？」なんて言われ
そうですが、ビジネスの世界ではそうは
いきません。 

■名前を独り占めできる「商標権」 
  「登録商標」って聞いたことありませんか。あるいは、商品名などについている○R のマーク。どちらも同
じ意味です。その名前「商標」は、名前を使う対象となる商品やサービスの種類とセットで国に「登録」
されています。登録したご本人 （会社）は、自分
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という権利を持っています。名前を独り占めできるのです。他の人（会社）が勝手に使うと「商標権の侵
害」、つまり法律違反です。もっとも、同じ名前でも対象が違うと大丈夫だったり、同じでなくても似てい
るからダメ、使い方によってはセーフ、など少々ヤヤコシイところもあったりします。なお、「みんなが知
っている名前だから」は要注意。有名な名前を勝手に使うと不正競争防止法という法律に触れることがあ
ります。他人の名前へのタダ乗りはダメです。 

■商標権を調べる「J-PlatPat」 
 トラブルを避けるためにも、名前を決める前に、その名前で他の誰かが商標権を持って
いないか確認しておくことをお勧めします。商標には屋号や店名、ブランド名といった名前
だけでなくロゴやマークなど文字でないものまで広く含まれ、 「J-PlatPat （特許情報プラッ
トフォーム）」という web サイトで検索できます（検索方法が少々面倒なのが難。お教え
しますのでお尋ねください）。自分が使いたい名前が、誰も商標権を持っていないと分かれ
ば、安心して使うことができますし、あなたが商標登録できるかも知れません。商標登録ができれば、他の
人にその名前を使われる心配がなくなります。お気軽にご相談ください。 
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「名前」と「対象」、どちらも同じだと「商標権侵害」！ 

J-PlatPat 

祝！創業！

名前「★●▲×」
対象「○○○○」

【登録商標】
名前「★●▲×」
対象「○○○○」

ウチの名前を

勝手に使うな！

商標権

INPIT 茨城県知財総合支援窓口は、経済産業省・特許庁所管の独立行政法人工業所有権情報・研修館（略称：INPIT）
の委託により株式会社ひたちなかテクノセンターが設置、運営しています。 

お問い合わせフォーム↑ 


